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１ 開会 

 

皆さんおはようございます。 

本日の会議を開催するに当たり、人事異動に伴いまして、委員の変更がござ

います。久喜市長に代わりまして久喜市市民部長から委嘱書を交付いたしま

す。お名前を読み上げますので、その場にご起立ください。 

 

≪小川幸一様に委嘱書を交付≫ 

 

 ありがとうございました。以上をもちまして、委嘱書の交付を終了いたしま

す。 

また、本日は欠席のご連絡をいただいておりますが、関東運輸局埼玉運輸支

局の木部前委員さんの後任として、新たに柳瀬光輝様にも委員をお願いするこ

とになりましたので、報告させていただきます。 

 ここで、新たに委員になられました小川委員さんから、ごあいさつをお願い

したいと存じます。小川委員さん、お願いいたします。 

 

朝日自動車労働組合の小川と申します。よろしくお願いいたします。 

 

続きまして、本日の資料の確認をお願いいたします。本日の資料につきまし

ては、事前に委員の皆様の方に郵送にて送付させていただいておりますが、確

認をさせていただきます。 

まず、本日の会議の次第です。 

資料１ 久喜市市内循環バスの利用状況 

資料２ 久喜市デマンド交通（くきまる）の利用状況 

資料３ 久喜市デマンド交通（くきまる）の運行内容の見直しについて 

以上でございます。不足等がございましたら、事務局の方へ申し出ていただけ

ればと思います。よろしいでしょうか。 

それでは、ただ今から平成２７年度第４回久喜市地域公共交通会議を開催し

たいと存じます。 

久喜市地域公共交通会議条例第７条第２項により、久喜市地域交通会議の会

議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない旨が規定してござい

ます。本日は、２５名中２１名の方にご出席いただいており、本会議が成立し

ていることを、まずもってご報告させていただきます。なお、関委員さん、矢

吹委員さん、柏﨑委員さん、杉戸県土事務所の高橋委員さんにおかれまして

は、本日、欠席のご連絡をいただいているところでございます。また、本日

は、協同観光バスの鈴木委員さんの代理といたしまして副社長の鈴木様に、埼

玉運輸支局の柳瀬委員さんの代理といたしまして六所様にお越しをいただいて

おります。 

現在の傍聴者につきましては、１名の方がいらっしゃっております。 

それでは、次第に基づきまして、会議を進めさせていただきます。 

会議の開催にあたりまして、山村会長からごあいさつをお願いしたいと思い

ます。 
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事務局 

２ あいさつ 

 

皆さん、あらためましておはようございます。本日は、第４回の久喜市地域

公共交通会議のご案内を申し上げましたところ、ご多忙の中ご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

前回の第３回までに協議項目７項目につきまして、皆様から忌憚のないご意

見をいただいたところでございます。本日の会議につきましては、今までの皆

様方のご意見を踏まえまして、それぞれの項目について、あらためて協議させ

ていただき方向性を決めてまいりたいと思いますので、どうか本日もご協力の

程、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。久喜市地域公共交通会議条例第７条第１項の規定

により、ここからは会長に議長をお願いしたいと存じます。山村会長、議事の

進行をお願いいたします。 

 

はい。それでは、暫くの間、議長を務めさせていただきます。皆様のご協力

をよろしくお願いします。初めに会議録の署名委員についてでございます。今

回の会議録署名につきましては、前回会議からの順番ということで、朝日自動

車の髙橋委員さんと野本委員さんにお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

 

３ 議題 

（１） 久喜市市内循環バス及び久喜市デマンド交通（くきまる）の利用状況に

ついて  

 

 それでは、次第に基づきまして、議事を進めさせていただきます。本日は、 

議題（１）久喜市市内循環バス及び久喜市デマンド交通（くきまる）の利用

状況について 

議題（２）久喜市市内循環バス及び久喜市デマンド交通（くきまる）の運行

内容について 

議題（３）その他 

となっております。 

議題（１）では、前回の会議に引続き市内循環バスとデマンド交通（くきま

る）の利用状況について、ご報告をさせていただきます。議題（２）では、前

回、前々回の会議で委員の皆様方からご意見をいただきましたデマンド交通の

運行内容の見直しについて、ご審議をいただきたいと思います。 

それでは、まず議題（１）について、事務局から説明をお願いします。 

 

 ≪資料１説明≫ 

 

 ありがとうございました。ただいま資料１の説明がございましたが、何かご

意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

 念のための確認なのですが、今年の９月の場合には昨年に比べて518人減少

ということで、ずいぶん減ったなと思ったのですけれども、バスの運行自体

は、日曜日と祝日を除くという前提ですので、そうすると今年の９月はシル

バーウィークもございまして、実際に運行している日程で考えれば、今回は実

運行日が昨年とは異なっていて、１日当たりで言えばそれ程変わらないという

認識でよろしいかと思っているのですけれどもいかがでしょうか。 

 

業者さんからは毎月便ごとの細かい報告をいただいておりまして、一日当た
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（折原課長補佐） 

山村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山村会長 

 

 

 

事務局 

（折原課長補佐） 

山村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りの平均乗車人数ということも報告をいただいております。今、手元に詳しい

資料は無いのですが、そう言ったいわゆるカレンダーの関係がありますので、

大きな変動要因というのは特段見当たらないのかな、というふうには見ており

ます。 

 

そうですね、８月が1,000人増えて、９月が500人減ってということで幅が大

きくはなっていますが、今年はシルバーウィークで５連休でしたね。能勢委員

さんのおっしゃるとおり、運行日数というのも確かに変動の要因であるとは思

います。ありがとうございます。 

他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

 それでは、続きまして資料２に移りたいと思います。資料２の説明をお願い

いたします。 

 

 ≪資料２説明≫ 

  

 ありがとうございました。ただいまの説明に対しましてご意見、ご質問等ご

ざいましたらお願いいたします。あまり大きな変化は無いというような感じに

見てとれますけれども、よろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 

（２） 久喜市市内循環バス及び久喜市デマンド交通（くきまる）の運行内容に

ついて 

 

 続きまして、議題の（２）でございます。久喜市市内循環バス及び久喜市デ

マンド交通（くきまる）の運行内容について、事務局から説明をお願いいたし

ます。 

 

 ≪資料３説明≫ 

 

 ありがとうございました。ただいま資料３について、説明がありました。前

回、前々回の会議では、デマンド交通の運行内容の見直しについて、資料３の

とおり項目ごとにご意見をちょうだいいたしました。そのようなものがまと

まったのが、資料３でございます。本日は、これを参考にしながら、それぞれ

の項目ごとに、今後は見直しを行うのか。また、行う場合には、いつから実施

したらよいのか。逆に見直しは行わないのか。あるいは現状では結論を出さず

に、もう少し期間的な経過を見た方がよいのか等について、協議をしていただ

きたいと考えております。 

協議の順番でございますが、これは今までの会議でもお話しさせていただき

ましたとおり、項目７番の８０歳以上の方の利用料金の半額化につきまして

は、市長の公約ということで、項目１番から６番までの昨年度実施したアン

ケート調査に基づく質問項目とは切り離してお考えをいただきたいということ

を、先の会議で何回か申し上げさせていただいているところでございますの

で、できましたら７番の協議を先にさせていただいて、その後、１番から６番

までの項目に移りたいと思いますが、そのような流れでよろしいでしょうか。 
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中村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

 ありがとうございます。それでは、まず初めに市長の選挙公約でございます

７番の８０歳以上の利用料金の半額化についてでございます。 

先ほど申し上げましたように、これは市長が先の選挙で公約に掲げたものの

一つでございます。それについて、市長としては実施していきたいという気持

ちがございまして、それを公約に掲げて当選をした訳でございます。そういう

ことが背景にございます。実際にちょうだいしたご意見を見ますと、半額化に

賛成、あるいは条件付きで賛成というような内容でございます。料金等の値上

げということにつきましては、前回の会議で委員さんの方からもございました

が、市長の公約の中には入ってございません。そういうことも踏まえていただ

いて、ご協議の方をお願いできればと考えています。また、期間限定というよ

うな試験的に実施というご意見もいただいているところでございますが、ここ

では切り離してご協議いただければと思いますので、よろしくお願いします。

ご意見等いかがでしょうか。 

 

 市長の公約であれば３００円のままの半額で、値上げの件については、凍結

で考えてもいいのでないかと思います。私は何人かの高齢者の方に聞いてみま

したが、やはり年金生活になれば少しでも安くしていただけたらありがたい

し、高齢者の方は、市長の公約というか選挙の時のことを若い人よりも聞いて

いらして知っていらっしゃる方が結構いると思うので、やはりそれを覆さない

で公約どおりに実施して、見直した方がよろしいのではないかと私は思いまし

た。 

 

 ありがとうございます。ただいまのご意見としては、市長の公約であるの

で、公約を取り入れる形で「そのまま実施してはどうか」というご意見でし

た。他にいかがでしょうか。 

 

 市長の公約は、もちろん重要視しなければいけないのですが、お年寄りの方

が外に出て健康が維持できれば医療費の方も低下しますので、そのことを踏ま

えれば、今の現状のままの方がいいかなと私も考えます。家に閉じこもってい

ますと、認知症ぽくなったり、そういう現象も結構あると聞いていますので、

ぜひ安い料金で外に出歩いていただいて、健康維持を図っていただければなと

思います。 

 

 ありがとうございます。今、半額でということで、８０歳以上の方に対応す

る半額は「実施した方がよい」という趣旨でよろしいですか。 

 

 はい。 

 

 ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

 

 前回、条件付きで半額というふうに提案したままですね、そのままの意見を

持っています。特に私は鷲宮地区住んでいるのですが、済生会栗橋病院を使う

方が圧倒的に多いということを考えたりしても、病院を使う方の年齢も高齢者

であるということを考えた時に、電車やタクシーに乗ってもデマンド交通より

も値段的に高くなっている訳ですよね。そうすると、もう少し値段を上げて、

そして半額ということで、それは広報の仕方で、そういう事情の方ということ

で解決できないかなというように思います。 

それから、前々回の資料の中で、県内他団体における利用料金の状況という

のをいただいています。最初にデマンド料金を設定する時にいくらにしようと
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いう金額は、やはりそういう団体をお手本にして３００円と決まったと思うの

ですけれども、その後、デマンドを運行させた他団体の料金というのは、間違

いなく５００円という形で上がっているのですね。それから、ゾーン制という

ことで金額を別けたり、そういう形になっていますし、やっぱりどこかで見直

さなければいけない。運行が始まって何年になるのでしょう、丸２年で、３年

目でこういう話し合いをする機会があって見直しができる。いつかやらなけれ

ばいけないのであれば、その２年とか３年は、私としては、その時期なのでは

ないかと考えます。以上です。 

 

 ありがとうございました。中村委員さんは、前回までの考え方と同じという

ことですね。 

 

 はい。同じということで提案をしたいです。 

 

 他にいかがでしょうか。 

 

 中村委員さんのおっしゃっていることは私もすごく同意できますけれども、

今は、デマンド交通自体が市民にやっと浸透してきた段階なのではないかと思

います。そして、３００円という金額も、「３００円で乗れる」ということ

が、ようやく少しずつ市民に浸透してきたばかりなので、値上げは１年先に見

送りすることにして、もう少しデマンド交通そのものがどういうものであるか

が、市民に浸透してからでもよいのではないかと思います。中村委員さんの意

見に反対はいたしません。ごもっともだと思ってはおりますが、今回は、 

３００円の半額という形が一番妥当なのではないかと私は思います。 

 

 ありがとうございました。 

 

 私の考えとしては、３００円のデマンドができあがる時に、この料金を設定

した時というのは、たぶん補助金が委託料として出ている中で、３００円で運

行すればある程度はやっていけるのではないかという金額の割り出しなので

しょうか。そういう中で、今の事態では補助金、委託料でやっていけますと。

だから業者さんもその中の範囲でやっていけるものだから大丈夫だと。でも、

利用者がどんどん３００円で増えていった場合は、車が足らなくなる訳ですか

ら、運行したくても利用者が乗れないと。そうすると乗れる範囲での運行です

から、委託料をもらっている中で十分やっていけるのであれば料金を上げなく

てもそのままでよいのですが、これが利用者が増えてきてデマンドの車を増や

さなければならなくなると思います。そうしないと利用者の訴えには応えらま

せんから、多くなればなるほど車は必要となってくる。そうすると税金の方か

ら負担しなければならない。いろいろなものが重なってくる。でも、今ここで

市長が公約として掲げているこの機会にきちんとした料金を定めて、そして、

８０歳以上は半額にしますということを一つずつ決めていって、中途半端にし

ないで、今やるならばきちっとやりましょうと。また、暫く経ってからといっ

ても、なかなか難しいと思います。市長が公約をしているこの時期に見直しと

半額を考えて進めていけばよいと思っていますので、私は今の時点では財政的

にも、それから利用者も増えていくと思うので、料金はしっかりと見直して５

００円でやっていけばよいかなと思います。民間バスや民間タクシーの方達は

大変だということをこの間皆さんからの意見をよく伺って、思いは私達もしっ

かり繋がっております。でも、デマンドはバスのエリアのない地域の方が一番

利用したい訳ですので、バスのエリアが広がっていれば、みんなバスは使いた

い訳です。でも、バスエリアが無いところは、どうしてもデマンドに頼るしか

ないという地域もありますので、そういうところも見直しをして、また色々な
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面で広げていただかなくてはいけないと思います。できることなら 

３００円でやっていければ一番よいのですが、今後のことをいろいろ考えて

いった時には、やはりタクシーを利用できるそれなりの生活力のある方はタク

シーを利用しますし、どうしても生活費の中から工面してタクシー代を出すの

は大変な方はデマンドを利用しなければならない訳ですから、そういう意味で

は、値上げはとても心苦しいとは思うのですが、できるだけ多くの方が利用で

きるように、また、多くの方に理解していただくには、今、きちんと値上げを

することが必要だと意見として思っております。 

 

 ありがとうございました。 

 

 ここでポイントとして整理しなければいけないことがあると思います。財政

負担ということでご意見があったかと思いますが、どれぐらいの負担があるの

か、皆さんは実はお分かりになっていないまま、今議論をされていると思いま

すので、まずどのぐらいの財政負担になっているのか。 

もう一つのポイントが、あくまで私の感覚なのですが、逆に８０歳以上の方

の方が、現在の半額の割引制度の適用を受けている方の割合が実は高いのでは

ないかと思います。年を追うごとに体を壊されて、デマンド交通を半額の金額

で既に利用されている方々の割合が多いのではないかと思っています。そこの

ところは事務局でなくてはわからない部分で、どのくらいの費用負担というか

パーセンテージなのかということで参考までに教えていただけますでしょう

か。 

 

 財政負担というお話ですが、以前の会議で年間約4,000万円ということをお

話させていただいたかと思います。市の方の予算措置といたしまして、約

4,000万円かけてこの事業を行っているところでございます。それで、どのく

らいの影響かという柴木副会長のお話ですが、仮に８０歳以上の方の半額を実

施した場合、事業費4,000万円に対して1.5％程度の影響と試算をしているとこ

ろでございます。 

また、８０歳以上の方が既に半額になっているということについてでござい

ますが、現行の割引制度では、障害者手帳をお持ちの方などが適用になってご

ざいます。若い方よりも高齢者の方の方が障害者手帳をお持ちになっている割

合が高いのではないかとも思われますが、それがどのくらいの率なのかという

ところは、そこまでは把握してはおりません。例えば、資料２の６ページをご

覧いただければと思います。平成２７年９月の割引運賃欄のところに４０９人

とございます。この４０９人の年齢別の内訳というのは出てはいないのです

が、８０歳以上の方も当然含まれていると思います。先程の柴木副会長のお話

ですと、４０９人の内訳としては、８０歳以上の方がより多く含まれているの

ではないかということなのかなと思うところでございます。そういった意味で

は、どのくらいの影響があるのか、先ほど約1.5％の影響額があるということ

をお話しいたしましたが、８０歳以上の方の割合が高ければ1.5％ではなく、

もっと低い割合になるのではないかと感じるところでございます。 

 

 ありがとうございました。そうすると仮に割合が高かった場合、１％だとし

たら年間で４０万円ぐらいですね。仮に1.5％だとすると、６０万円とかの年

額の財政負担だといったところだと思います。これが高いか低いかという議論

での論点ではなくて、そこが財政負担の現実論のベースになるというところ

と、実際に市長の公約というポイントと今回値上げした方がよいというご意見

が出ていますけれども、これは別個で分けた方がよいと私は思います。という

のは、利用料金の設定と半額に対する話は全然別のもので考えていかないと、

これを一つにまとめてやっていこうとすると大変なのです。前回言っているよ
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うにケース・バイ・ケースで変えた方がよいというのが私の意見です。 

今回消費税が上がりましたが、このままで料金設定を変えずにやっていこう

としていますけれども、何年後にはまた２％上がりますよね。その時に、こう

いった部分を含めて値上げした方がよいとか、そういう議論をまだ何もしてい

ない状態で、８０歳以上の半額に同意するのであれば、値上げをした方がよい

とかということではなく、いろいろな場合を考えて、大体どれくらいの時期に

はこうした方がよいというような筋道を立ててからの方がよいかと思います。 

 今回１％ぐらいの財政負担であるのであれば、私は、市長の公約として謳わ

れたということもありますので、年配の方々が外に出て健康を維持するために

４０万円で済むのであれば、それはそれでよいのかなと思います。 

 

 ありがとうございました。財政的な話を事務局の方からさせていただいたと

ころでございます。4,000万円という支出は、デマンド交通を始めた時から変

わっていないところでございます。市長も、デマンド交通に係る経費は 

4,000万円程度というのは十分理解されていて、これでやっていくことができ

るという考えを持っていると思います。 

 ８０歳以上の半額化につきましては、柴木副会長からお話がございましたよ

うに、実際に利用されている方への影響と高齢者の方に外に出ていただこうと

いう新たな発掘という二面性があるところでございますので、料金の値上げと

いうこととは切り離していただ方がよろしいと思います。新たな発掘ができれ

ば、新たな収入になってまいりますので、１回１５０円でございますから、ど

の程度のプラスの影響があるかは未知数でございますが、少なくともマイナス

の運営にはなっていかないのかなという感じがします。 

 料金の話もいろいろ出ておりますけれども、柴木副会長からもお話がありま

したように道筋を立てて、消費税もアップするというような影響も再来年の 

４月から１０％に上がるという話もございますから、今回は、料金の値上げと

いう皆様のご意見は市長に十分伝えてまいりますので、今日の協議では料金の

ところとは切り離してお考えいただいて、８０歳以上の半額化ということでご

理解いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 

 料金を決めるには二つの要素があって、先程の財政的な部分と我々事業者と

の整合性の二面性だと思います。 

今回の話は、市長の公約ということで財政的な部分はおそらくクリアできて

いるのかなと。逆に財政的な裏付けがなければしないでしょうから。単純に平

成２７年９月分では、８０歳以上で利用されている方が４４５名で、１５０円

を掛けると先程柴木副会長が言われたように、身がい者の方ではないという前

提で計算すると多くても66,750円なので、（年間）大体８０万円位になりま

す。それを加味して言われていると思いますので、そちらの方は問題ないのか

なと。３００円という部分に対しては、我々事業者にとっては、なかなか厳し

い部分ではあるのですが、ＯＫはした部分です。逆に利用者促進という部分

で、行きはデマンド、帰りはバス、タクシーとかそのような流れをぜひ作って

いただければと思います。 

 料金の値上げに関しては、財政的な部分か我々事業者、タクシー、バスの値

上げがある、または消費税で上がってくる、人件費も高騰していますから今後

どうなるかはゼロではないです。そのどちらかの部分が出てきた時に、バラン

スという意味で検討していただくのはありがたいというところです。個人的に

は、もっと値上げしていただいてというのはありますが、その二面性ができて

いるということで考えれば、今は半額にして、その後は消費税と公共運賃の値

上げ等があった時にバランスの整合性、極論をすれば５００円に上げれば財政

的には潤うとは思いますが、それがタクシー、バスにすぐ直結するかという

と、実はなかなか難しい。それ自体を逆に下げてもらって、外に出てもらって



 

 

 

 

 

 - 8 - 

 

 

 

山村会長 

 

斉藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山村会長 

 

 

 

 

 

事務局 

（折原課長補佐） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山村会長 

 

 

 

 

 

 

帰りはバス・タクシーを使う施策をアピールしたり、考えていただいた方が

我々にとってはプラスになるという考えを持っています。 

  

 ありがとうございます。 

 

私は、明野委員さんの意見に大賛成です。２年前に金額の設定がこの会議に

出された訳ですよね。それで、ベストな価格設定がなされたという経緯がござ

います。 

そういう形の中で、前々回の資料で確かに埼玉県内に５００円という団体が

３つあります。前回も申し上げましたが、秩父市は山間地なので別として、久

喜市の近くの幸手市と白岡市の５００円に関して言えば、その時の資料中で

は、幸手市は６０歳以上の方は３００円ですから６０、７０、８０歳台をパー

セントで数字を出しますと６割位、あるいはもっと高い数字になります。先ほ

どの試算では６０万円ということでしたけれども、私の試算では、平成２６年

度の数字を使うと７５万円位です。白岡市の場合、小学生は３００円、そして

乗合利用の場合は３００円ですから、何でも５００円という訳ではないので

す。その５００円の中にそういう内容のものが含まれておりますので、すでに

そういった金額サービス的な部分も織り込まれている感じなのですね。 

ですから今回は、料金はそのままで、８０歳以上の方が安くなるからより利

用ができるというよりは、とにかく外に出て行って健康を維持することによっ

て、健康保険の絡み、あるいは健康年齢のアップであるとか、そういうプラス

の要素も考えながら将来的に見据えればよく、現在は８０歳以上の半額化は大

いに結構ではないかと思います。そして、バスやタクシーを使える形に「どう

すべきか」ということに、もう少し力を入れて考えていただければという感じ

がいたします。 

 

ありがとうございます。今、明野委員さんと斉藤委員さんのお話に出まし

た、単に８０歳以上の方が外に出ていただくという発掘だけではなくて、当

然、外に出た方、今もデマンド交通を利用されている方に対して「バス・タク

シーを併用して使っていただくというようなことも必要ではないか」というご

意見でした。 

 

 課題の一つとしまして、より積極的な周知ということは考えております。例

えば、今のお話では、行きはデマンド交通を利用していただいて、帰りはバ

ス・タクシーといった交通機関を利用していただき、デマンド交通だけで完結

するようなことなく、いろいろな交通機関をミックスをして、それぞれの方が

利用しやすい形での移動をというような内容を広報紙やホームページで周知で

きればと考えております。 

 また、今回の会議の中で添田委員さんにも彩愛クラブとしてご参加いただい

ておりますので、そういった場にもできればお邪魔させていただいて、いろい

ろな利用促進の宣伝等をさせていただければと考えております。具体的には、

これから相談させていただくことになりますが、そのような考えを持っている

ところでございます。 

 

 ありがとうございました。事務局の方といたしましても、市長の公約という

ことを大前提に踏まえまして、それに関わる影響、それから現状のデマンド交

通の利用の仕方を含めて、まだまだ周知していかなければならいということも

考えておりますので、今後も十分に周知していきたいと考えております。そう

いうことも含めてお考えいただいて、７番の市長の公約である８０歳以上の半

額化ということにつきまして、皆様方のご理解をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 
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 すみません、確認です。ということは、料金は現状のままで半額を進めさせ

ていただきたいということですよね。 

 

料金については、１番から６番の中で利用料金の項目が別にございますの

で。 

 

 半額にするか、しないかの問題ですね。 

 

 そうですね。 

 

半額にするということは市長公約ですので、それは了解します。料金の分

は、またこれからということですね。 

 

はい。項目の５番で利用料金というのがございますので、そちらの方での協

議という形になると考えております。 

 

 市長公約の方の半額に対しては、一応賛成します。 

 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

 私も賛成、半額でいいと思います。是非。 

 

 ありがとうございます。そうしましたら、項目７番の８０歳以上の方の利用

料金の半額化につきましては、合意が得られたという形でお願いしたいと思い

ます。 

実施の時期でございますが、年度途中からということは分かりにくいという

ところがあると思いますので、できれば来年の４月からという実施時期を提案

させていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。ご意見はございます

か。 

 

 料金のことなので、（運輸）支局の方との絡みがあり、手続きが間に合わな

くては駄目なものですから、ちょっとそんな話をしていたのですけど。 

 

大丈夫ですか。 

 

手続き的には「料金を半額にします」という協議が整えば、１か月前までに

出してもらえれば届出という形にできますので。 

 

市民の方への周知等もございますので、平成２８年４月１日から実施という

ことで、その点についてもよろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

ありがとうございます。それでは、項目７番については、以上とさせていた

だきたいと思います。 

ここで、休憩を取りたいと思います。１０時３５分から再開させていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

≪休憩≫ 
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 それでは再開させていただきます。 

引続き項目の１番に戻りまして、協議の方を進めてまいりたいと思います。

なお、項目の１番と２番ですが、乗降ポイントと路線バスと市内循環バスの乗

り継ぎということで、ポイント的な話としても一致点がございますので、一緒

にご意見をいただきながら協議をさせていただければと思っていますが、よろ

しいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

それでは、協議に入る前に、前回の会議では「新たな医療機関や大規模商業

施設ができた場合には、どんどん乗降ポイントを増やしていった方がよいので

はないか」というご意見がありました。今までは、この公共交通会議に諮りま

して、ご承認いただいているのではないかと思いますが、利用者さんのことを

考えますと、そういう新たな施設ができた時には即時に登録をさせていただい

て、そこに利用できるような形の方がよいのかなと思っています。そのために

は、「デマンド交通（くきまる）をご利用ください」というパンフレットがあ

るのですが、この中にいろいろな区分がございます。その中で「路線バス停留

所乗り継ぎ」という項目については除外させていただきますが、医療機関や歯

科医療機関、接骨・整骨院等、大規模店舗等、鉄道駅、観光施設、公共施設と

いうところについては、できれば申請があった段階で即時に登録させていただ

いて、後ほど直近の公共交通会議で前回までとの会議の間に乗降ポイントの追

加があったということを報告するという形をとらせていただくと、利用者さん

側にとっても利便性が図れるかと思っていますが、いかがでしょうか。 

 

持ち回りの方がよいのではないですか。持ち回りでも１週間かからないです

よね。やはり、そこは乗降ポイントを、失礼ですが、行政がそこだけの判断で

すべてやって、後でこちらで取り消せないというのは我々の責任でもあると思

いますし。否定するつもりはありませんが、持ち回りなりでやれば１週間位で

済むような気がするので、否定はしませんが、私は、持ち回りの方が我々の責

任でやることですから最終的な部分でよいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

ただいまのご意見ですが、持ち回りの方法というのは、職員が委員さんのお

宅に伺って決裁をいただく方法とか…。 

 

方法に関しては、例えば、郵送で全員に送って「何日まで返してくれ」と。

それで半数いけば「決定しますよ」でもよいと思います。要は我々が知らない

うちにすべてが終わっているというのは、それは委員として、逆に言うと責任

がないのかなという気がするので。 

 

書類的な形で承認をいただくということでよろしいですか。 

 

そう思います。とにかく決まる前に我々が目を通したいと。それでもし「そ

こは違うんじゃないの」ということがあれば、そこは意見を書面上でも確認で

きる訳ですから、我々の意見が何もない中で決めて、後から「これを決めまし

た」というのは、ちょっと違うのかなというように思いました。 

 

 分かりました。ただいま明野委員さんからご意見がございましたので、現実

的に職員が回るというのは大変ですので、書類で郵送させていただいて、追加

になる乗降ポイントについて、承認していただけるかどうかというような方法

のご提案ですが、そういう方法でよろしいでしょうか。いかがでしょうか。 
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 そうすると、乗降ポイントを市の方で「こことここで決めました。」と。そ

れに対して「どうですか。」という…。 

 

 投げかけをさせていただいて、その回答をいただくということです。 

 

 わかりました。そうすると乗降ポイントは、私たちがもうちょっと増やして

欲しい場所とか、ここでの意見で、延ばして欲しいとか広げて欲しいとかとい

うことは意見として入らないのですか。そちらで全部決めたものですか。 

 

 今申し上げたのは、例えば新規の医療機関であるとか大規模商業施設などで

す。ここのパンフレットにもございます、これから議論させていただく「路線

バス停留所乗継」の部分は、あくまでも除くというところでございます。 

 

 はい。 

 

 そういう形でいかがでしょうか。 

 

 明野委員さんから貴重なご意見をいただきましたが、私はどっちの議論がよ

いのか悩んでいるところです。と言いますのは、もともと医療機関とか鉄道

駅、公共施設、商業施設に関しては、現時点で開業されている所はすべて網羅

されていて、例えば、どなたかが新たに久喜市に来て、ここで商売しようと

思って病院や歯科や接骨院の資格を持った方が来て開院されたとして、「いつ

まで経っても自分の所にはデマンド交通が来ないな」というような事態が、

ひょっとしたらあり得ているのかもしれない。この会議に関しては、全然他意

はないじゃないですか、ただ手続き上の問題で。今、どのくらいの機関が増え

ているのかというと、あまり変わっていない訳ですよね。そのような中で、今

回はポイントを決めていかなければならいということで、会長からこういう提

案があったのかと思いますが、私は機関ができて乗降ポイントの協力をしてい

ただけるのであれば、別に情報は無くてもよいかなと思っています。逆に、明

野委員さんからの先ほどのご意見のデメリットというか、その辺のポイントを

もう少し整理できればよいと思います。 

 

 乗降ポイントを決める時も市の方から提示があって、それに対して我々が承

認したという流れになっていると思うのですよ。それを今回は、なぜ市役所の

方で「決めました」という形になるのかが、私にはちょっと分かりません。あ

と、スピーディーという話しですが、市がここはできると現認して申請するの

と、それこそ手紙でもファックスでも何でもよいと思いますが、そういうもの

でやるのと、どれだけの時間のロスがあるのかは個人的に分りませんが、我々

事業者としては「認める」、「認めない」とい意味ではないのですが、やはり

そういう流れはきっちりしておかないと、今後ズルズルといっても嫌ですし。

大規模というのもどういう基準でやっているのかも、ここの中で分かっている

方はいないと思うのですね。商店などどこまでを大規模というのかを申し訳な

いですけど、私も理解はしていないです。病院も接骨院等々あると思います

が、名称の部分もありますし、時間的な分というのは個人的にそんなに無いと

思いますので、今までの流れがそれだったので逆にそれを変える意味が私には

ちょっと。今まではそちらから出たものを承認すると。最初はそうだったはず

なのですが、それがなぜ市に、事務局にいってしまうのかが説明がつかないと

いう気がしています。 

 

 ありがとうございました。 
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確かに郵送で多少の費用はかかったとしても委員としての責任を果たすとい

うところでは、ポイントを増やすのであれば「どこが増えるのか、というぐら

いの知識は委員一人一人が持つべきだ」という貴重なご意見だったということ

で、ありがとうございます。 

 

私は、デマンド交通導入の頃のこの会議に出ていないので、その経緯はよく

分かっていないのですが、明野委員さんが言われた乗降ポイント１件１件のそ

の良し悪しをこの会議で決めるべきなのか、そうではなくて、「よく分からな

い」と言われた、例えば、大規模の規定の線をどこで引くのかとか、個人が友

達の家に行きたい時にはどうするのかというような大きなルールをここで決め

て、そのルールに則って事務局サイドで最後は判断ということはしてもよいの

ではないかという気はしています。 

実際に運行される事業者の方、運転手さんが「ある日突然ここに行けるよう

になった」というのが、何の通達もなしに来ると非常に混乱する可能性があり

ますので、そういうものを追加したということは、少なくとも事業者さんもし

くは、この委員のメンバーに必ず連絡をしていただく必要はあるのだろうと思

います。 

ただ、決める段階で１件１件「何とか病院がここにできたけど、そこを乗降

ポイントに設定するべきか」ということを、この会議で判断する必要はないよ

うな気がします。そのルールだけをしっかり決めるということが、この会議の

責任かなという気がするのですけれども、いかがでしょうか。 

 

たぶん最初の今ある乗降ポイントの選定については、ゼロからのスタートで

あったので、要するに、既存の医療機関、公共施設を選定したのではないかと

思われますが、そういうところで一覧を作らせていただいて、この会議でご承

認いただいたという流れではあるかと思います。 

ただ、明野委員さんからのご意見のように、確かに委員さんが知らない段階

ですべてが決まってしまうということは、考え方としてはあまり良くないとい

うことは理解できます。 

あと、本多委員さんから、今、お話しがありましたルール作りというところ

ですが、皆さんに「今回、このポイントが追加について」ということをご連絡

差し上げた時に、皆さんから「いいですよ、承認します」というご回答がいた

だければよいのですが、例えば、どなたかから異議が出た時にどうするのかと

いうようなルール作りも必要ではないかというふうに感じているところです。 

しかし、利用者さんのことを考えますと、乗降ポイントを増やすことはまず

良いことで、医療機関や公共施設、その辺はご理解いただいていると思います

ので、追加になる乗降ポイントについて、どのような形で皆さんが承認してい

ただければ「追加しましょう」というところの議論が、今までなかったのでは

ないかと思います。その辺を考えないと、今、ご提案申し上げた件について

は、すぐには実行できないかなというふうに感じているところです。 

 

病院とかは個人的にはよいと思います。ただ、公園や寺院にもとなった時

に、では「寺院はどこまでを寺院というのか」とか、いろいろと出てきてしま

うと思います。我々としては、大事なところはやらなくてはならないですけ

ど、無作為に増えるというのは、「どこかで歯止めをかけていただきたい」と

いう意見なので、例えば、通常大規模商業施設と言われるのはこの辺りではモ

ラージュ菖蒲などがありますが、これは逆に言えば、開発の申請が出た段階で

１、２年経たないと開店しないですよね。そうするとこの会議でも協議が間に

合う訳ですよ。そうなると考えられるところは、病院位しかないかなと思って

います。すぐにやってあげたいというのは。大規模商業施設は、それこそ申請

を出して建設してと１年・２年かかるものですから、そういうところは事前に
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分かりますから、この会議で半年に１回は皆さんと会っていれば、そこで「お

願いしますね」で済むので。だから、病院とかは問題ないと思いますが、病院

以外のところに関しては会議にかけていただいた方が、ちょっとした公園、

「どこまでを公園と見るのか」とか、そういうことが出てきてしまう可能性が

あると、個人的に思ったものですから。 

 

分かりました。そうしますと、今の話は今日皆様にもお話しした話なので、

現状、この話をここで進める訳にはいかないと思います。 

 

 今言ったように、そういう場を持った方がよいと思います。と言うのは、菖

蒲地区でも今後いろいろ開発が予定されていますよね、公園などいろいろ。と

ころが栗橋地区の人とかには分からないと思うのですよね。だから、市役所の

人は見て歩いて上げてくるのでしょうけれども、どういう意味で必要としてい

るか、そういう場が半年にでも１回あって、候補に上がってきて、それからで

も。私どもは栗橋地区のことはよく分からなかったりするように、地域性にも

よりますけど、そこで皆で書類を出したからといっても分からないとバツに

なったりしますので、そういう場を設けた方がよいと思います。 

 

 ありがとうございます。そうしましたら、私の方で提案させていただいたも

のについては取り下げさせていただきまして、また、改めてそれを協議してい

ただくということで、よろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

 ありがとうございます。それでは本題の項目の１番と２番、これを併せてに

なりますが、「乗降ポイント」と「路線バス・市内循環バスとの乗り継ぎ」に

ついてをご協議いただきたいと思います。「乗降ポイント」につきましては、

どちらかと言うと「増やしてもよい」ただ、条件として「料金を５００円にし

て」というのがございます。あと「路線バス・市内循環バスの乗り継ぎ」につ

きましては、意見的には分れているところもございますので、その辺を併せま

して改めてご協議をいただければと思います。ご意見をお願いいたします。い

かがでしょうか。 

 

乗降ポイントの見直しということで、鷲宮地区から久喜地区の市役所に来る

場合は、乗り換えなければ来られない訳ですよね。ですから、公共施設で一番

大事な部分なので、ここは市の拠点ですよね。拠点に来るのにわざわざ乗り換

えなければならないというのも必要に応じて大変な訳ですよ。だからその見直

しの時に、ポイント、拠点に住民がどうしても手続きで来たい場合もある訳で

すよ。そういうのは、やっぱり乗降ポイントの中に入れていかなければならな

いと思います。総合支所で事が済めばよいのですが、済まないとここに来なけ

ればならない場合は、お年寄りは大変な思いをして来なければならない訳です

よね、乗り換え乗り換えで。ですから市の拠点に、菖蒲からも栗橋からもどこ

からでも来ることができる乗降ポイントは必要ではないかと思います。そうい

う見直しも考えていただければと思います。 

 

ありがとうございます。今のお話は、区域を越えてというお話かと思いま

す。 

 

そうです。拠点だけね。拠点でありますから、ここは大事な部分なので。そ

ういう考えです。 
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 そうしますと、項目６番の運行区域のところでのご意見かと思います。今

は、項目の１番については、各区域内はございますが、今後の乗降ポイントを

「増やしていったらどうでしょうか」というお話と、民間路線バスと市内循環

バスの乗り継ぎについて、バス停直ではないにしてもその近くであるとかとい

うような議論になると思いますので。 
 

乗降ポイントについては、先程も少し出た話の流れになると思いますが、病

院については先程お話ししたように直ぐにやった方がよいと思っています。そ

れは置いておいて、バスの乗り継ぎに関しては、前回に朝日バスさんから逆の

話が出たと思います。要するに「乗り継ぎ地点にしないでくれ」というところ

で、ちょっと私は逆に理解できなかったものですから、ちょっとね。今回出席

している方も変わっておりますが、個人的にはデマンド交通がバスの所に行っ

て、ただ、バスの所が停められるというのが前提ですが、そこでバスに乗って

もらうのが一番ベストだよねと。菖蒲で言えば、菖蒲仲橋までデマンド交通で

行ってもらって、そこからバスを使ってください、というふうに思っています

が、恐らくこれは朝日バスさんからの話なのですよ。なので、どのようにお考

えなのか、逆に聞いた方がよろしいのかと。 

 

 バス停が乗降ポイントになると、我々が今まで作ってきた路線というか、そ

ういったものが、すべてこういうような形になってしまうのではないかという

危惧も一つありますよね。その辺もあります。 

 

 バスまちスポットをどんどんつくっていかなければならなくなるということ

ですか、乗り継ぎの。でも、増える分には、良いのではないですか。 

 

 要は、利用者が皆そちらにシフトしてしまうのではないかという危惧がある

ということですね。バス停が、本来のバスを乗るところではなくて、デマンド

の目印になってしまうような象徴的なものになってしまうのではないかという

危惧がありますよね。 

 

 ただですね、菖蒲さんみたいに久喜までは乗り入れできませんからバス停に

行くしかない訳ですよね。そこから乗り継ぎをして来るので、やはり、これは

必要なのではないかなと思いますけど。 

 

 今回の資料３の項目２番の③のお話では、「私どもバス停を乗降ポイントに

してもらいたくない」というのは、「これ以上は、してもらいたくない」とい

う意味なのか、それとも今現時点あるものを「なくしてもらいたい」というの

かによって、また、全然論点が変わってくると思います。恐らく「これ以上

は」というところでの判断でよろしいのかと。 

 

 今あるものは、仕方ないですけれど。 

 

 そうですよね。いろいろな部分で経営されている立場から、バス停で待って

いる方々が、実は全部デマンド交通を待っているというようなイメージがどん

どん定着していくと、運行するバスとしては厳しいものが出てくるといったと

ころを危惧されているというのが、私の方ではそういうふうに理解をすること

ができたので、ここに関しては、増やす時は、もちろん朝日バスさんの承認を

いただいてから増やしていくということは当然なのですけれども、そういった

所も理解しながら乗り継ぎの区分は、うまく連携を含めてやっていった方がお

互いのためになることもあると思いますので、ここは慎重にやっていければよ

いのかなと基本的には思います。以上です。 
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 ありがとうございます。バス停が、乗降ポイントの目印になってしまうとい

うことで、柴木副会長が言ったように、そこにいる方がすべてバスに乗る方で

はなく、人が滞留してしまうだけの場になってしまうということを危惧されて

いるというところですね。既に何箇所か設定はしていますので、それについて

は、そのままというお話をいただきました。今後の路線バスとの乗降ポイント

の設定については、公共交通会議の中で、一つ一つきちんとご意見を伺いなが

ら 決めていった方がよいと思いましたので、この路線バスとの乗降ポイント

については、そういう形で一つ一つ結論を出していきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

 前回もお話ししたのですが、乗り継ぎ利用というのは、あまり多くないとい

うようなデータが出ていたと思います。やはり、乗り継ぎの場所自体が、非常

に環境が悪かったり、雨が降っても傘を差さないと濡れてしまうような所だっ

たり、更地だったりすると非常に乗り継ぎをしたくなくなると思います。です

から、逆に乗り継ぎの拠点というのをもっと整備して。例えば、ときがわ町で

は、バス停とデマンドの所が並行して、降りたら目の前にバスが停まって待っ

ていたり、あるいはバスが着いたらデマンドがちゃんと来るような。そういう

デマンド側の時間調整をするような運行はできるはずなので、そういう仕組み

をもっと考えていった方がよいと思うのですね。 

場所を増やすよりも、ある特定の場所に集中投資をしていくことが、先程も

話が出たバス会社にとってもメリットになるでしょうし、利用者が増えますか

ら。また、デマンドにとっても乗り継ぎによって、今遠くまで行くと時間を取

られる部分も増えますので、できるだけデマンドの区域をコンパクトにしなが

ら、バスと乗り継ぎをさせて利用者の方に移動していただくと、そういう環境

を整えることに、もう少し重点を置いた方がよいと思います。 

 

ありがとうございます。デマンド側の整備ということになりますね。 

 

 デマンド側の整備もそうですし、バス停で待っている方は「バスなのか、デ

マンドなのか」ではなくて、両方を使う方が、そこで待つ訳なので、そこの拠

点自体をもっと待ちやすい環境をということですね。できれば、お店などが

あって買い物をしながら待っているということができれば一番よいのですけ

ど、お店を造るまでは中々できないと思いますので、せめて屋根とかベンチを

置いておくとか、そういうような環境がしっかりしてくれば、もう少し乗り継

ぎもしやすくなるのではないかという気がします。 

 

 ありがとうございます。今のご意見は、正しくそのとおりだと感じるところ

でございます。その整備については、仮に市の方で実施することになれば、場

所を見つけながら整備していくという形になりますが、ここですぐに「わかり

ました」という答弁は市の方もできないのですが、そういうような形で利用者

を増やすというのも、一つの大きな候補かなというふうには感じたところでご

ざいます。 

 

 項目１番の乗降ポイントのバスまちスポットということで、これは埼玉県さ

んでやっているものなのですが、私も委員に出させていただいているのですけ

れども、路線バスの中で近くにコンビニがあると、そのコンビニの中に、例え

ば、時刻表を置いてもらうとか、市の広報をしてもらうとか、そこで情報交換

をする形を軸に、そこの場所にいて、バスにそこから乗るという形なのです
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ね。ですから、こういうデマンドにしろ既存のバスにしろ、そういう箇所があ

れば、バスまちスポットということでやっていただくと利用しやすくなると思

います。これは県の広報にも「どこにバスまちスポットがありますよ」と掲載

されていますので、それを見ながら利用できるかなと思っています。久喜市さ

んも、ホームページの中で「こういうものがあるよ」ということで宣伝してい

ただいて、そこで乗り継ぎしてもらうとか、というようなこともできると思い

ますので、こういうものも利用してもらった方がよいかなと思います。 

 

 ありがとうございました。バスまちスポットについては、いろいろイメージ

があると思いますが、そういうような場所を作るということについて、事業者

さんとしては、いかがでしょうか。 

 

 条件がありまして、さっき言いました近くにコンビニがあるとかというとこ

ろがあって、コンビニの方に協力していただくということもあります。コンビ

ニについてはですね、いわゆる止めてしまうとか結構激しいところがあります

ので、なかなか難しい点がありますけれども、そこは、コンビニさんの協力と

か、あとはバス業者の協力、それから県さんの方でもバスまちスポットのホー

ムページへの掲載とかいろいろな協力をしていただいているというのがあるの

で、いろいろなところで協力していただければですね、案外スムーズに活用で

きるかなと思っています。ですから、条件的なものは必要になってくるとは

思っていますけれども、それが揃えば、よい活用になるかなと考えています。 

 

 いかがですか、朝日バスさん。今のバスまちスポットという考えは、いかが

ですか。 

 

バスまちスポットは、行政様と我々と共同で考えていく話なので、その辺は

考えられなくもない話だとは思いますけれど、まあ、条件ですね。 

 

明野委員さん、どうですか、タクシー業者さんとしては。バスまちと言う

と、バスだけのイメージがありますが。 

 

白岡市は、デマンドの所にも実は、それを使っています。バスまちスポット

という形にはなっていますけども、デマンドの乗降ポイントということで、多

少の中小商店でも、そういう施設でバスまちスポットの条件さえ合えば停留所

というか乗降ポイントにしているという流れもありますので、先程言ったとお

り条件次第なので、悪いことではないのかなという気はしています。 

 

バスまちスポットについては、事務局の方でもこれからいろいろ調査をかけ

ながらですね、ここでは、すぐにご回答できる話ではないので、業者さんとの

協議も考えていかなくてはならない部分もございますので、一つのご提案とい

うことで受け止めさせていただきたいと思います。 

話を戻させていただいて、乗降ポイントの関係ですが、先ほど最初に私の方

から提案させていただいたものについては、取り下げさせていただきました

が、新たな乗降ポイントについては、今後、協議をさせていただくにしても、

あくまでも、それが決まるまでは公共交通会議の中で「こういうような要望が

出た」ということで、ご承認いただいた上で追加していくということになるか

と思いますが、そういう形でよろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

また、改めて「もう少しスピーディーにできないか」ということで、次の案
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山村会長 

 

髙橋委員 

 

山村会長 

 

 

 

 

 

足立委員 

 

 

 

 

山村会長 

 

 

 

 

 

大迫委員 

 

 

 

 

 

 

山村会長 

 

として、明野委員さんからお話がありました、例えば、書面でやり取りをす

る、ただ、その場合には、まだ、ルール作りが必要だということになりますの

で、そこは、協議という形にさせていただくということで、今回は結論を出さ

ずに今後、少し時間をかけてという形で進めていきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

路線バスの方は、先程朝日バスさんからお話がありましたように、現状の乗

り継ぎポイントについては、そのまま。ただ、新規については、仮にそういう

要望があった場合でも、必ず会議の中で十分協議をしていくという形で進めた

いと思います。 

もう一つ、市内循環バスとの乗り継ぎですが、ご案内のとおり、市が市内循

環バスを運営しておりまして、市の方としては、特段の弊害は無いと考えてお

ります。特に事業者さんの方としてご意見はございますでしょうか。当然、こ

れは、先ほどの話と同じで、市が単独でやるということではなくて、上がって

くれば公共交通会議にかけてご審議いただく形になると思いますが、事前にご

意見があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。便数が少ないと

いうのはありますが。 

 

先ほど、本多先生が言ったように、やはり結節点にするならば、それなりの

設備が必要という話になってしまうのかなと、個人的には思っていたくらいで

す。あとは、別に今までどおりでよいのかなと思います。 

 

髙橋委員さん、いかがですか。 

 

循環バスは、お任せします。 

 

ありがとうございます。ご案内のとおり、市内循環バスはあまり大きな道は

走っていないという部分もございまして、例えば、ベンチを置くとか屋根を付

けるというのはなかなか難しい場所が多いのですね。どうしても野ざらしの所

で、お待ちいただくということになってしまうのですが。そういうのができれ

ばよいのですが、条件が厳しいかなという。 

 

バスの本数が、ダイヤが多ければ、ちょっと待ってもよいのですが、長いで

すよね、バス待ちがね。それで、時間どおりにピッピッと来ればよいのです

が、混雑して渋滞すればずれるし。本当に、そういうところが改善されないと

利用者は増えないですよね、その辺はね。 

 

私も、朝、駅から７時３２分の市内循環バスに乗っています。結構、２０人

位乗っています、時間帯によってですかね。たまに、学校が日曜日であるとか

夏季休業期間だと学生さんが乗って総合体育館までというのがありますね。駅

前みたいに雨宿りできる所があればよいのですが、途中の停留所になります

と、そういうところが確保できないというのが現状ですね。 

 

循環バスのバス停についてですが、東口から朝日バスと市内循環バスが並行

しますよね。そこの停留所が付いているのですよね、朝日バスと市内循環バス

で。付いている所が、２箇所位あって、市内循環バスに乗ろうと思っても、朝

日バスが停まってしまうと、私達は目が見えないから分からないので、間違っ

て乗ってしまってから慌てて「料金を払わなくては」となるので、もうちょっ

とポイントを離してもらえないかなという意見が多いですよね。 

 

 東口の駅前ロータリーの所ですか。 
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大迫委員 

 

 

 

 

事務局 

（折原課長補佐） 
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山村会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴岡委員 

 

 

 

 

 

 

いいえ。駅前からずーっと、ふれあいセンターの所まで２ヶ所ぐらい付いて

いるのですよね。３メートル位しか離れていないと、私達視覚障がい者は、ど

ちらだか分からなくて、乗ってしまう場合が多いのですよね、間違えてね。だ

から、それは意見だと思うので、考えていただきたい。 

 

停留所の場所につきましては、運輸支局さんとのやり取りというのも当然ご

ざいますので、ただ今、今大迫委員さんがおっしゃったように利用者の方が案

内が不自由だというお話があれば、まずは、大変申し訳ないのですが、運行事

業者である協同観光バスの運転手の方に、いろいろなところのフォローなどを

していただければありがたいと思います。その辺の工夫や改善は運行事業者と

相談させていただきながら、できる範囲でやっていきたいと考えているところ

でございますので、ご理解いただければと思います。 

 

親切な運転手さんは、「朝日バスですけど、いいですか」と言ってくださる

ので。 

 

ありがとうございます。他にご意見はございますか。 

そうしましたら、項目の１番と２番、循環バスとの乗り継ぎを除きまして

は、新たなポイントを増やす場合は、当然、公共交通会議に諮ると。改めて今

後の対応については、公共交通会議の場でルールを決めながら他の方法を検討

していくという形でよろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

ありがとうございます。続きまして、項目の３番と４番も関連がありますの

で、一緒にと思っているのですが。 

まず、「運行日」につきましては、ご意見的には、「市内循環バスが日曜日

は、運行していないので、デマンド交通も現状のままでよい」というご意見で

した。運行時間帯につきましても、改めてご意見が無かったところでございま

すので、そうしますと現状のままでよろしいのかと思っているところでござい

ますが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

ありがとうございます。では、３番、４番につきましては、「現状のまま」

という形で結論を出したいと思います。 

次の利用料金につきましては、ご意見がだいぶ分かれていますので、今日は

１１時３０分までの時間を予定していますので、これから議論に入りますと終

わらない形になると思いますから、本日につきましては、ここまでとさせてい

ただいて、項目の５番と６番につきましては、次回にということにさせていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

５番は次回にやると思いますが、例えば、利用料金について、次回の資料と

いう形で５００円にした場合、「どのくらいの収入、支出がある」とかです

ね、そういう資料を何か提示していただけると、皆さんが判断しやすいかなと

思います。ただ項目だけだと、また、「どうしようか」といろいろな議論に

なってしまうと思いますので、ある程度議論ができるような資料をいただける

と、深い議論ができると思いますので、お願いしたいと思います。 
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（齋藤課長） 

 

 

 

そちらにつきましては、何らかの資料を作らせていただいて、事前に郵送さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

（３）その他 

それでは、議題（３）その他でございますが、委員の皆様から何かございま

すか。よろしいですか。 

 

≪特になし≫ 

 

それでは、以上で、本日予定していました議題はすべて終了となりました。

これをもちまして、議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうござ

いました。 

 

４ 閉会 

 

どうもありがとうございました。お疲れ様でした。閉会する前に事務連絡を

させていただきたいと思います。今日は、第４回の会議ということで、１番と

２番の「ポイント」と「乗り継ぎ」、７番の「８０歳以上の利用料金の半額

化」、あと３番と４番のところまでいきました。「利用料金」と「運行区域」

が残っているような状態でございます。 

そのようなことがございますので、本年度は、あと１回くらい会議を開催さ

せていただければと当面は考えている次第でございます。第５回目ということ

で、できれば１月の中旬頃に次の会議を開催させていただければと考えており

ますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

≪「はい」と言う人あり。≫ 

 

ありがとうございます。それでは、追って具体的な日時等をご連絡させてい

ただきたいと存じます。そのような形で、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、本日の会議を閉会するにあたりまして、柴木副会長からごあいさ

つをお願いしたいと思います。 

 

皆様、大変お疲れ様でした。本日は、足下の悪い中、これだけの多くの方々

にお集りいただきました。今日の一つの大きなポイントとしては、市長の公約

の部分はあったかと思いますが、実は、私がすごく感じたのは「乗り継ぎポイ

ントの拠点を整備する」というご意見と、会長の方からお諮りいただいた「今

後、どのように乗降ポイントをなすべきか」というところの整理のポイントを

次回の会議の時にでも、やはり少しずつでも前進していけるような会議にでき

ればよいなと思っています。例えば、「拠点の整備」というのも、どこにポイ

ントがあるのかが私達は素人で分かっていなくて、椅子があった方がよいの

か、屋根があった方がよいのか、自動販売機があった方が利用される方々には

よいのか、といった部分も情報収集を個々にしながら、またお集まりいただけ

れば、もっとよい会議になるかなというふうに思っております。 

また、次回来年、改めて素晴らしい会議になることをご祈念申し上げまし

て、閉会のあいさつに代えさせていただきます。皆様、お疲れ様でした。 

 

長時間にわたりまして、慎重なご審議を賜り、ありがとうございました。以

上をもちまして、平成２７年度第４回久喜市地域公共交通会議を閉会させてい

ただきます。ありがとうございました。 
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会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。(注) 

 

 

     平成２７年１２月１０日 

                          

  髙 橋 直 樹   

 

  野 本 雄 三   

 

 

（注）特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。 

 


